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最低賃金法違反の疑いで書類送検 

（賃金不払の疑い） 

 

松江労働基準監督署（署長：白名 弘（しらな ひろし））は、本日、最低賃金

法違反の疑いで、株式会社介護センターと同社代表取締役Ａを松江地方検察庁に

書類送検した。 
 
１ 被疑者 
（１）株式会社介護センター（以下「被疑会社」という。） 
（２）Ａ（被疑会社代表取締役 ５２歳 男性） 

 
２ 事件の概要 
  被疑会社は、島根県松江市で社会福祉施設を営む事業主、被疑者Ａは、その

代表取締役として賃金の支払いを含む経営一切を統括する者であるが、被疑者

Ａは、労働者７名に対し、平成２９年７月１日から同年８月３１日までの計２

か月間の賃金合計１，３５２，２７９円を各所定支払日に支払わず、もって島

根県最低賃金（１時間７１８円）以上の賃金を支払わなかったものである。 
 
 （参 考） 
  島根県最低賃金は、平成２８年１０月１日から平成２９年９月３０日までは

時間額７１８円であった（平成２９年１０月１日以降は時間額７４０円となっ

ている。）。 
 
３ 罪名・罰条 
（１）被疑会社に対し 
   最低賃金法違反 

同法第  ４条第１項（最低賃金の効力） 

同法第 ４０条   （罰則） 

同法第 ４２条   （両罰規定） 

 

（２）被疑者Ａに対し 

最低賃金法違反 

 

島根労働局 

厚生労働省 
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同法第  ４条第１項（最低賃金の効力） 

同法第 ４０条   （罰則） 

 
 

 

 

 

 

関係法条文 

 

【最低賃金法】 

(最低賃金の効力) 

第四条  使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上

の賃金を支払わなければならない。 

2 （省略） 

3 （省略） 

4 （省略） 

 

（罰則） 

第四十条  第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用さ

れる特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。 

 

（両罰規定） 

第四十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を

罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 
 


